
都市計画法手数料（千葉県使用料及び手数料条例抜粋） 
項  目 金  額 （単位：円） 

開発行為許可申請手数料（法第 29 条） 

  １）自己居住用 

               0.1ha 未満 

  0.1ha 以上 ～ 0.3ha 未満 

    0.3ha 以上 ～ 0.6ha 未満 

    0.6ha 以上 ～   1ha 未満 

   1ha 以上 ～   3ha 未満 

   3ha 以上 ～   6ha 未満 

   6ha 以上 ～  10ha 未満 

          10ha 以上 

 

 

８，６００ 

 ２２，０００ 

 ４３，０００ 

 ８６，０００ 

１３０，０００ 

１７０，０００ 

２２０，０００ 

３００，０００ 

  ２）自己業務用 

               0.1ha 未満 

  0.1ha 以上 ～ 0.3ha 未満 

    0.3ha 以上 ～ 0.6ha 未満 

    0.6ha 以上 ～   1ha 未満 

   1ha 以上 ～   3ha 未満 

   3ha 以上 ～   6ha 未満 

   6ha 以上 ～  10ha 未満 

          10ha 以上 

 

 １３，０００ 

 ３０，０００ 

 ６５，０００ 

１２０，０００ 

２００，０００ 

２７０，０００ 

３４０，０００ 

４８０，０００ 

 ３）その他 

               0.1ha 未満 

  0.1ha 以上 ～ 0.3ha 未満 

    0.3ha 以上 ～ 0.6ha 未満 

    0.6ha 以上 ～   1ha 未満 

   1ha 以上 ～   3ha 未満 

   3ha 以上 ～   6ha 未満 

   6ha 以上 ～  10ha 未満 

          10ha 以上 

  

 ８６，０００ 

１３０，０００ 

１９０，０００ 

２６０，０００ 

３９０，０００ 

５１０，０００ 

６６０，０００ 

８７０，０００ 

開発行為変更許可申請手数料（法第 35 条の 2） 摘要の一から適要の三までに掲げる額の合計額（その額が

８７万円を超えるときは、８７万円） 

 （摘要） 

一 開発行為に関する設計の変更（摘要の二に規定する変更のみに該当する場合を除く。）については、開発区域

の面積（摘要の二に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合に

あつては縮小後の開発区域の面積）に応じ、開発行為許可申請手数料の目に定める額に十分の一を乗じて得た額 

二 新たな土地の開発区域への編入に係る第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、

新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請手数料の目に定める額 

三 その他の変更については、１万円 

市街化調整区域内等における建築物の特例許可

申請手数料（法第 41 条） 

 

４６，０００ 

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 

（法第 42 条） 

 

２６，０００ 

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地に

おける建築等許可申請手数料（法第 43 条） 

         0.1ha 未満 

    0.1ha 以上 ～ 0.3ha 未満 

  0.3ha 以上 ～ 0.6ha 未満 

  0.6ha 以上 ～   1ha 未満 

                 1ha 以上 

 

 

 ６，９００ 

１８，０００ 

３９，０００ 

６９，０００ 

９７，０００ 

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

（法第 45 条）    自己居住用       

   自己業務用 1ha 未満 

         1ha 以上 

     その他           

 

  １，７００ 

  １，７００ 

  ２，７００ 

 １７，０００ 

開発登録簿の写しの交付手数料（法第 47 条）     ４７０ 



 

宅地開発事業の基準に関する条例手数料（千葉県使用料及び手数料条例抜粋） 

宅地開

発事業

の基準

に関す

る条例

（昭和

44年千

葉県条

例第 50

号）に基

づくも

の 

宅地開

発事業

設計確

認申請

手数料 

開発区域の面積

が０．１ヘクタ

ール以上０．３

ヘクタール未満

のもの 

自己の居住用のもの １件につき ２万２千円 

自己の業務用のもの １件につき ３万円 

その他のもの １件につき １３万円 

開発区域の面積

が０．３ヘクタ

ール以上０．６

ヘクタール未満

のもの 

自己の居住用のもの １件につき ４万３千円 

自己の業務用のもの １件につき ６万５千円 

その他のもの １件につき １９万円 

開発区域の面積

が０．６ヘクタ

ール以上１ヘク

タール未満のも

の 

自己の居住用のもの １件につき ８万６千円 

自己の業務用のもの １件につき １２万円 

その他のもの １件につき ２６万円 

宅地開

発事業

設計変

更確認

申請手

数料 

開発区域の変更を伴わないもの １件につき 開発区域の面積に応じ、宅

地開発事業設計確認申請

手数料の目に掲げる額に

１０分の１を乗じて得た

額 

新たな土地の開発区域への編入に係

るもの 

１件につき 新たに編入される開発区

域の面積に応じ、宅地開

発事業設計確認申請手数

料の目に掲げる額（その

面積が０．１ヘクタール

未満の場合であつて、自

己の居住用のものである

ときは８千６百円、自己

の業務用のものであると

きは１万３千円、その他

のものであるときは８万

６千円） 

開発区域の面積の縮小に係るもの １件につき 縮小後の開発区域の面積

（新たな土地の開発区域

への編入を伴う場合にお

いては、当該編入に係る

土地の面積を除く。）に応

じ、宅地開発事業設計確

認申請手数料の目に掲げ

る額に１０分の１を乗じ

て得た額 

（摘要）その他のものとは、自己の居住の用又は自己の業務の用に供する目的以外の目的

で行う宅地開発事業の設計又は設計の変更の確認の申請をいう。 

 


